
【新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第３Ｒ）】 

入院制度に関する議論の整理（平成24年6月28日） 
（概要） 

＜精神保健福祉法で定める入院制度＞ 
 ○ 自傷他害のある人を対象に都道府県知事が行う措置入院、本人が入院に同意する任意入院のほか、両入院に該当しない人 
  で、保護者の同意を要件とする医療保護入院の３種類が定められている。 
    （※）「保護者」は、精神保健福祉法に基づき精神疾患のある人につき一人決められることになっている。 
 ○ １年間に精神科病院に入院する３８万人の４割（１４万人）が医療保護入院による入院 
 ○ このほか、本人の同意を得られない場合に、医療保護入院のために移送させる仕組みもある（「34条移送」） 

＜医療保護入院の課題＞ 
 ○ 本人の同意なく入院させている患者に対する権利擁護が十分か。 
 ○ 入院の必要性があっても保護者の同意がなければ入院できない。 
 ○ 保護者の同意がなければ退院することができない状況もあり得るため、入院が長期化しやすい。 
 ○ 本人の意思に反し保護者の判断で入院させるため本人との間にあつれきが生まれやすく、保護者には大きな負担。 

 
① 保護者による同意を必要としない入院手続きとする。 
② 本人の同意によらない入院の期間をできる限り短くするため、 
 入院当初から早期の退院を目指した手続きを導入する。 
   ◆入院当初からの院外の地域支援関係者の関与 
   ◆入院期限の設定と更新の審査の実施 等 

③ 権利擁護のため、入院した人は、自分の気持ちを代弁する 
 人を選べることとする。 
④ 早期の退院を促進するよう、入院に関する審査を見直す。 
   ◆精神医療審査会（都道府県の精神保健福祉センターに設置）に、退 
    院に向けた具体的な指示を行う権限を新たに付与 
   ◆必要な人には精神医療審査会が病院に出向いて審査 等 

医療保護入院の見直し 

・保健所の関わりの強化（入院中・退院時への関与を明確 
 化）と相談支援との連携 等 

措置入院 

 
・本人を含め病院等関係者が治療計画を作る仕組みの導入 
・急に症状が悪化した場合、1週間など期間限定で医療的支 
 援を行う短期宿泊支援の導入 

退院後の地域生活の支援 

 
・34条移送の保護者の同意要件は外す。 
・対象者の緊急性の要件の撤廃 
・事前調査の明確化と地域支援関係者の参画 

入院の契機(34条移送関係) 

今後、本人の同意によらない入院の状況を踏まえながら、今回の議論を終着点とすることなく、よりよい仕組みを目指して、検討を深めて行くことが必要。 
また、こうした仕組みの運用が担保されるように一定期間ごとに評価するとともに、検証し、よりよい仕組みとなるよう見直しを行っていくことが必要。 1 



医療保護入院の見直し 
（「入院制度に関する議論の整理」（平成24年6月28日新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第３Ｒ））で示された具体的内容） 
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病院での各種手続き
の実施状況は、年１
回全病院に対して行
う実地指導で確認 

病院での各種手続き
の実施状況は、年１
回全病院に対して行
う実地指導で確認 
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